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神 山 町 農 業 委 員 会 議 事 録

平成２８年１１月３０日神山町農業委員会を

神山町役場すだち（２０１）において開催

・出席委員は次のとおり（１８人）

１番 佐々木 善兼 ２番 田中 久博 ３番 竹本 公三

４番 上杉 茂市 ５番 相原 利章 ６番 中西 隆子

７番 新居 榮二 ８番 森 昌槻 ９番 森本 孝夫

10番 阿部 銀一郎 11番 原田 正信 12番 河野 博行

13番 森 三千子 14番 渡邊 弘幸 15番 岡本 幸子

16番 上田 一夫 17番 田中 一重 18番 粟飯原充志

・本会議に出席した職員は次のとおり

事務局長 相原 英夫 次長 滝上 博文 業務員 藤井 康弘

１．開会

局長

「それでは少し早いのですが、農業委員会を開会していただきたいと思います。本

日は、全員の方に出席をいただいており、定数に足しておりますので総会が成り立

っておりますことをご報告いたします。また、本日は後藤町長、大野副町長ともに

公務のため、欠席との連絡がありましたのでご報告させていただきます。それでは、

粟飯原会長よりご挨拶を申し上げます。」

（粟飯原会長挨拶）

局長

「ありがとうございました。これからは神山町農業委員会会議規則第５条により、

粟飯原会長に議長を務めて頂き、以降の議事進行をお願いいたします。」

２．開会宣言

会長

「それではただいまから、神山町農業委員会を開会いたします。」

（午後１時２５分）

３．議事日程報告

議長

「それでは本日の議事日程を報告いたします。本日の会議の議事日程はお配りして

ある議事日程表のとおりでございます。」
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日程第１ 議事録署名委員の指名について

日程第２ 議案第23号 農地法第５条の規定による許可申請について

日程第３ 議案第24号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画の決定について

日程第４ 議案第25号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画（農地中間管理事業）の決定について

日程第５ 議案第26号 農地法第３条第２項第５号の別段面積の設定

について

日程第６ その他について

議長

「それでは只今より議事に入らせていただきます。」

４．議事録署名者指名

議長

「神山町農業委員会会議規則第１８条により議事録署名者を指名いたします。１６

番上田委員さん、１７番田中一重委員さんにお願いいたします。なお、本日の会議

書記には事務局職員の滝上次長を指名いたします。」

５. 議案第２３号について

議長

「議案第２３号農地法第５条の規定による許可申請についてを議題とします。事務

局長に議案の朗読をお願いいたします。」

局長

（議案朗読）

議長

「それでは、事務局より受付番号５番について説明をお願いいたします。」

局長

「それでは、説明をいたします。本件は貸人●●●●さん、借人●●●●さんで、

農地の一部を太陽光発電施設に転用するものです。議案書の４ページ・５ページを

ご覧下さい。申請地の謄本を添付しております。所有者等特に問題はありません。

６ページには位置図、７ページに公図を添付しています。申請地は●●字●●●で、

国道●●●号の北●●●橋から町道●●●線を西へ約●●●ｍのところに位置して

います。８ページ・９ページに現況写真を添付しております。申請地は現在は畑と

して管理されています。１０ページに事業計画書を添付しております。１の申請地

の所在等については先に説明したとおりです。２の申請地を選んだ理由は、将来の

ことを考え、太陽光発電設備を設置した場合、他の所有地よりも日照時間が長く、

収益率が高いことや、環境のため、また、再生可能エネルギーが今後必要不可欠に

なるであろうと思いこの計画に至っています。３の転用計画の概要についてですが、
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周囲には既存壁が有り、また取水排水はなく、雨水は地下浸透するため、付近の土

地に影響はありません。４については特にありません。５のその他参考となる事項

についてですが、パワーコンディショナー５．９ｋｗ４台とパネル２４０ｗ１４０

枚となっています。１１ページはパネルの配置図と一部転用のためパネル設置範囲

の図面です。１２ぺージから１４ページは商品のカタログと仕様書です。１５ペー

ジ・１６ページは再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定通知書です。１

７ページは太陽光発電の設置に伴う系統連係及び電力需給に関する契約確認書です。

１８ページは見積書で、１９ページは銀行の残高証明書で、必要資金以上の自己資

金を確保しており問題ありません。２０ぺージは使用貸借契約書を添付しておりま

す。受付番号５番の説明は以上です。

議長

「ありがとうございました。ただいまの説明に関連して、担当委員の８番森昌槻委

員さんから、現地調査の結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

森昌槻委員

「この件につきまして、11月17日です。午前中に事務局の相原事務局長と滝上事務

局と私、それと所有者の●●●●さんと４人でその現地確認に行ってまいりました。

そこの現地の周辺はほとんど農地ではありますけれども草ばえになってて、そこの

場所をおいとけば環境も悪くなるし、この際っていいますか、そのような計画をし

て有効利用をされた方が良いかなと思いまして、そう思った様なしだいです。今の

報告のとおりでありますので、よろしくご審議をお願いしたいと思います。」

議長

「ありがとうございました。続いて受付番号６番について事務局から説明をお願い

いたします。」

局長

「それでは、説明をいたします。本件は譲渡人●●●●さん、譲受人●●●●●●

●●●●●●●さんで、農地の一部を現金自動預け払い機の設置場所に転用するも

のです。議案書の２１ページをご覧下さい。申請地の謄本を添付しております。所

有者等特に問題はありません。２２ページには位置図、２３ページに公図を添付し

ています。申請地は●●●字●●で、●●●●さん宅の東側に位置しています。２

４ページに現況写真を添付しております。申請地は現在は畑として管理されていま

す。２５ページに事業計画書を添付しております。１の申請地の所在等については

先に説明したとおりです。２の申請地を選んだ理由は、利用度を勘案した結果、設

置場所が自動車走行中にわかりやすく、直線道路で交通量も多いことからこの土地

を選びました。３の転用計画の概要についてですが、現金自動預け払い機のブース

の設置と車２台分の駐車スペースをとり、畑が日陰にならないように西側へ寄せ、

フェンスを設置し、雨水は道路水路へ流れるようになります。４と５については特

にありません。２６ページは配置設計図と境界布基礎断面図です。２７ぺージは立

面図、２８ページは平面図です。２９ページから３５ページは見積書で、３６ペー
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ジは残高証明書で、必要資金以上の自己資金を確保しており問題ありません。３７

ぺージから４３ページは売買契約書を添付しております。４４ページから５７ペー

ジは●●●●●●●●●の定款と現在事項全部証明書です。受付番号６番の説明は

以上です。

議長

「ありがとうございました。ただいまの説明に関連して、担当委員の１２番河野委

員さんから、現地調査の結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

河野委員

「報告させしてもらいます。１１月２１日、１時半頃から局長さん、それと●●さ

ん、それと農業の●●さんと私と現地確認をしてまいりました。皆さんもご存じの

とおり、農協鬼籠野支所っていうんは廃止っていうんですか、金融機関としてＡＴ

Ｍを設置したいということで、この２４ページですか、写真見ていただいたらよく

わかると思うんですが、これが国道縁です。東分の信号から奥の方に神領の方に１

００メートルぐらい奥に入った所の、こっちから下に行きますと左側にあります。

そして、この隣接の●●さんなり、所有者の●●さんは一部はＡＴＭ設置というこ

とで、このマークが●●さんの土地であります。隣接する久保さんにも承諾をいた

だいているようです。何ら問題はないと思いますので、どうかよろしくお願いしま

す。」

議長

「ありがとうございました。続いて受付番号７番について事務局から説明をお願い

いたします。」

局長

「それでは、説明をいたします。本件は貸人●●●●さん、借人●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●さんで、農地を駐車場に転用するものです。議

案書の５８ページをご覧下さい。申請地の謄本を添付しております。所有者等特に

問題はありません。５９ページには位置図、６０ページに公図を添付しています。

申請地は●●字●で、国道●●●号の●●●●横の●●●●の北に位置しています。

６１ページに現況写真を添付しております。申請地は現在は畑として管理されてい

ます。６２ページに事業計画書を添付しております。１の申請地の所在等について

は先に説明したとおりです。２の申請地を選んだ理由は、隣接地で食堂・テストキ

ッチン等の機能を有する「かま屋」とパンや雑貨等を販売する「かまパン＆スト

ア」の営業を予定しているため、その駐車場として利用するためです。３の転用計

画の概要についてですが、申請地に盛り土をし、採石を敷き、２５台分の駐車場を

整備します。排水は雨水の自然排水のみで近隣の農地に被害を与えることは無いと

思います。４と５については特にありません。６３ページは平面図です。６４ぺー

ジから６６ページは駐車場法面図、進入路の展開図、庭園灯･緑化階段詳細図です。

６７ページから７７ページは設計書で、７８ページは神山町予算書の原本証明です。

７９ページには、覚書を添付しております。事業主体が●●●のため予算書の写し
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を添付していますが、実際に土地の賃借権を設定するのは、●●●●●ですので、

●●●と●●●●●との間で覚書を締結しております。８０ぺージから８７ページ

は●●●●●の定款と現在事項全部証明書です。８８ページは農業振興地域除外に

伴う隣接地の同意書の写しです。受付番号７番の説明は以上です。

議長

「ありがとうございました。ただいまの説明に関連して、担当委員の２番田中久博

委員さんから、現地調査の結果ならびに補足説明をお願いいたします。」

田中(久)委員

「１１月の２４日ですか、滝上さんとそれから向こうの●●●●●の●●さんの立

会で現地を見てきました。今の●●●●●の●●っていうんですか、それが改良を

しよんですが、裏が駐車場がヤッパリ狭いっていうことで、一段下がったところの、

今の説明の畑を埋め立てて、駐車場ということでございますが、周辺地は農地と片

面が町道とになるんですが、別段にしよるとか、排水も自然排水で問題はないと思

いますんで、よろしくお願いします。」

議長

「ありがとうございました。ただいま議案第２３号受付番号５番、６番、７番につ

いて説明、意見をいただきました。番号５番は新居委員が貸人となっております。

また、番号６番は森本委員さん、上田委員さんが農協の理事となっております。農

業委員会等に関する法律第２４条の規程に基づき、議事参与の制限により、当該議

案の審議開始から終了まで新居委員さん、森本委員さん、上田委員さんには退席を

お願いいたします。」

（新居委員・森本委員・上田委員退席）

議長

「議案第２３号について、ご質疑ありませんか。」

（質疑なしの声）

議長

「質疑ありませんので、議案第２３号については原案どおり決するに異議ありませ

んか。」

（異議なしの声）

議長

「異議がないので、議案第２３号農地法第５条の規定による許可申請につい

ては原案のとおり許可相当とし、県知事に意見書を送付いたします。」

(新居委員・森本委員・上田委員着席）

６．議案第２４号について

議長

「議案第２４号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集

積計画の決定についてを議題とします。それでは、事務局長に議案の朗読、説明を
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お願いいたします。」

局長

「それでは説明させて頂きます。議案書８９ページをご覧下さい。」

（議案朗読）

局長

「議案書の９０ページ・９１ページをお願いします。」

（内容について朗読）

「それでは新規案件についてのみ、補足説明をさせて頂きます。

番号２７番について説明をいたします。借人の●●●●●さんの世帯の世帯員は

●名で●名が農業に従事しています。年間の農業従事日数は●●●日です。農機具

の所有状況はチョッパー●台、冷蔵庫●台、軽トラック●台です。

続きまして番号２８番について説明をいたします。借人の●●●●さんの世帯の

世帯員は●名で●名が農業に従事しています。年間の農業従事日数は●●●日です。

農機具の所有状況はこまめ●台です。

続きまして番号２９番について説明をいたします。借人の●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●さんの会社の構成員は●名で●名が農業に従事して

います。年間の農業従事日数は●●●日です。農機具の所有状況はトラクター●台、

管理機●台です。

続きまして番号３０番と３１番については、番号２９と借人が同じでございます

ので、省略させていただきます。

以上でございます。

議長

「ただいま議案第２４号について説明をいただきました。議案第２４号について、

ご質疑ありませんか。」

（質疑なしの声）

議長

「質疑がないようでありますので、議案第２４号については、原案どおり決するに

異議ありませんか。」

（異議なしの声）

議長

「異議がないので議案第２４号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画は原案どおり決定し、町長に答申することに決しました。」

７．議案第２５号について

議長

「議案第２５号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集
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積計画農地中間管理事業の決定についてを議題とします。それでは、事務局長に議

案の朗読、説明をお願いいたします。」

局長

「それでは説明させて頂きます。議案書９２ページをご覧下さい。」

（議案朗読）

局長

「議案書９３ページをご覧下さい。」

（内容について朗読）

議長

「ただいま議案第２５号について事務局に説明いただきました。議案第２５号につ

いて、ご質疑ありませんか。」

（質疑なしの声）

議長

「質疑がないようでありますので、議案第２５号については、原案どおり決するに

異議ありませんか。」

（異議なしの声）

議長

「異議がないので議案第２５号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画農地中間管理事業は原案どおり決定し、町長に答申すること

に決しました。」

８．議案第２６号について

議長

「次に議案第２６号農地法第３条第２項第５号の別段面積の設定についてを議題と

します。それでは事務局に議案の朗読、説明をお願いいたします。」

局長

「それでは説明させて頂きます。議案書の９４ページをご覧下さい。」

（議案朗読）

局長

「それでは、農地法に基づく別段面積の設定について説明をさせていただきます。

前回の農業委員会終了後に協議をさせていただきましたとおり、農地所有者アンケ

ートの結果や地域の農業従事者の高齢化、担い手の兼業化等により遊休化が深刻な

状況になってきたことから、遊休農地の発生を防止するために新規就農者や小規模
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農家への農地の権利移動を促進し、農地の有効利用を進めるために、別段面積を従

来の３０アールから１０アールに変更するものです。以上でございます。

議長

「ただいま議案第２６号について事務局に説明いただきました。議案第２６号につ

いて、ご質疑ありませんか。」

（質疑なしの声）

議長

「質疑ありませんので、議案第２６号について、別段面積を１０アールに変更する

ことで異議ありませんか。」

（異議なしの声）

議長

「異議がないので、議案第２６号農地法第３条第２項第５号の別段面積の設定につ

いては、別段面積１０アールで決定致しました。

議長

｢以上をもちまして、本日の議題を全部終了いたしましたので閉会いたします。」

（閉会時刻 午後２時００分）
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この議事録は、事務局長をして調整せしめたもので、会議の内容に相違なきことを

証するため署名する。

神山町農業委員会

会 長

16番委員

17番委員


